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別表（第５条関係） 政務活動費を充てることができる経費の範囲 使途基準注意事項・申し合わせ事項等  

費  目 使 途 内 容 使途禁止事項 

①領収書又は会派会計責任者の支払い証明書がないものは、支出の証明ができないため、政務活動費として支出する
ことはできないこと（ 18.12）  
②領収書の宛名が会派や議員名と違うものは、政務活動費として支出することはできないこと（ 18.12）  
③会派内で収支報告書を点検し、支出内容が適正か確認すること（ 25.3）  
④可能な限り、レシートや明細書を添付すること（ 25.3）  

人件費 
政務活動を補佐し、又は補助するための人的経
費 

家 族 又 は 日 常 的 な 事
務員の雇用 

①勤務日や時間を記入すること（ 14.4）  
②出勤簿も備えること（ 14.4）  
③勤務内容も明確にすること（ 14.4）  
④交通費を支給する場合は、交通費も含めて一括人件費として取り扱うこととする（ 13.12）  

会議費 
政務活動のために必要な外部折衝に係る経費
又は会費 

飲 食 を 伴 う 会 議 は す
べて禁止 

①参加人数を記載すること（ 13.12）  
②会議内容を記載すること（ 14.4）  
③会議に不向きな場所での打合せ等は、打合せそのものの事実を問われかねないため、政務活動費の対象外とする
こと（ 18.12）  
④後援会等にかかわる経費は当該団体が負担すべきものであるため、後援会で使用した茶菓代は政務活動費の対象
外とすること（ 18.12）  
⑤同窓会年会費は政務活動費の対象外とすること（ 18.12）  

視察・研修費 
視察、研修会又は報告会に係る経費（講師又は
協力者への謝礼を含む。） 

所 属 政 党 の 研 修 会 又
は大会 

①視察に係る経費は、全てこの費目で支出すること（ 13.12）  
②視察の経費は、実費額とすること（ 14.8）     
③視察先及び研修会での講師又は協力者への謝礼は、区の講師謝礼支出基準を参考とすること。ただし、基準に当
てはまらない場合は、その理由を明確に記載すること（ 14.8）    
④講師謝礼には、交通費や宿泊費も含めることができること（ 14.8）     
⑤手土産持参の場合には、調査訪問先及び調査項目等を記載すること（ 22.5）  
⑥視察の日程や目的等を記載又は添付すること（ 25.3）  

通信費 

１ 会派に関するもの 
固定電話、携帯電話、ファクシミリ、イン

ターネット、郵便、宅配便等に係る経費  
２ 議員に関するもの 

２回線以上保有する固定電話のうち、議員
活動専用に使用する旨を議長に届け出てい
る１回線に係る経費及びインターネットに
係る経費 

切 手 の 購 入 は 原 則 禁
止とし、料金別納を利
用する 
イ ン タ ー ネ ッ ト に 係
る 経 費 の 按 分 率 は
50％とする 

①電話・ファクシミリ・インターネットに係る料金は、会派又は自宅に限ること (14.8)  
②携帯電話料金、切手・葉書等の郵便料金、宅急便等の発送に係る料金     
③電話・ファクシミリ・インターネットは、議員本人が使用すること（家族の使用は、不可）（ 14.8）  
④携帯電話料金は７割を上限として按分すること（ 22.5）   
⑤ホームページの作成及び保守に係る料金は、ホームページの内容に基づき按分すること（ 22.5）  

ホームページ等の内容  政務活動費として支出できる額  

専ら政務活動の場合  経費の全額  
政党活動・選挙活動・後援会活動・
私的活動が混在する場合  

経費のうち合理的に説明できる割合または１／４を上限とする適切な額  

⑥郵券購入の際は、主な送付物を記載すること（ 25.3）  

交通費 
タクシー料金、バス運賃、鉄道運賃、航空運賃
等の移動に係る経費 

タ ク シ ー は 極 力 使 わ
ない 

①鉄道等の利用で自動券売機等で購入した場合に限り、領収書は必要ないものとすること（ 13.12）  
②交通機関利用の場合は、乗降地及び目的を記載すること（ 14.8）   
③タクシー利用の場合は、その必要性も記載すること（ 25.3）  
④Suica（スイカ）・PASMO（パスモ）等を利用する際は、使用履歴を添付すること（ 22.5）  

印刷費 
政務活動報告書その他政務活動に必要な資料
の複写又は印刷に係る経費  

 

①外注で政務活動報告やチラシ等を作成した場合は、完成品を添付すること（ 14.8）  
②後援会等にかかわる経費は当該団体が負担すべきものであるため、後援会ニュースの作成経費は政務活動費の対
象外とすること（ 18.12）  
③名刺の印刷経費は政務活動費の対象外とすること（判例による）  

消耗品費 

文房具、コピー用紙、インク、トナー、電磁的
記録媒体（電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することができない方式
で作られた記録媒体をいう。以下同じ。）等の
消耗する物品に係る経費 

按分率 50％とする 

①購入品名及び数量をすべて記載すること（ 13.12、 25.3）  
②領収書には、購入物品の内訳を記載すること（ 18.12）  
③本人又は家族の経営するお店からの物品購入は、第三者から誤解を受けかねないため、政務活動費の対象外とす
ること（ 18.12）  
④日常的に使用する自転車の修理代金は政務活動費の対象外とすること（ 18.12）  

備品費 
パソコン、プリンター、ファクシミリ、カメラ、
事務機器等で１物品が 100,000 円以上のもの
の購入に係る経費 

按分率 50％とする 

①購入品名を記載すること（ 13.2）  
②備品台帳を備え、会派解散時は議長に返還すること（ 14.4）  
③備品の償却年数は４年とすること（ 14.8）     
④備品は一物品 100,000 円以上とすること（規則事項）（ 22.5）  

図書・資料費 
新聞、書籍、資料、電磁的記録媒体等の購入に
係る経費 

所 属 政 党 が 発 行 す る
新聞 

①購入図書・資料名を記載すること（ 13.12）  
②所属政党の新聞、雑誌の購入は政務活動費の対象外とすること（ 18.12）  
③５大紙などの商業新聞は、一般的にどこの家庭でも購読しており、社会通念上の観点から、特に政務活動費とし
ての支出は認めない（ 18.12）  
④週刊誌類は、購入した目的（記事の内容）を記載すること（ 25.3）  

レンタル・リー
ス費 

レンタル又はリース契約により物品を一定期
間賃借するための経費 

日 常 的 に 使 用 す る 自
動車、バイク等 

①  借り上げの目的又は内容を記載すること（ 14.4）    
②事務所経費は、当面、政務活動費の対象外とすること（ 13.12）  
③所属政党からの宣伝カーの借上げ料及び印刷機借上げ使用料は、第三者から見て誤解を生じるため、政務活動費
の対象外とすること（ 18.12）  

課題別経費 
 

会派が個々具体的な課題解決に向け調査し、又
は研究するための経費（この表に規定する費目
及び使途内容に基づく経費に限る。）  

 
①上記注意事項に基づき支出すること（ 14.8）  
②課題別に取り組んだ期間を記入すること（ 14.8）  
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他の項目に属さ
ない経費 

上記以外の経費で政務活動に必要な経費  

①事由と内容を記載すること（ 14.4）  
②お祝い、香典等の慶弔費は、政務活動費の対象外とすること（ 13.12）  
③団体への賛助金は政務活動費の対象外とすること（ 18.12）  
④新聞折込の経費は、この費目で支出すること（ 25.3）  

※「使途基準注意事項・申し合わせ事項等」中、施行月が「25.3」となっているものについて、適用は平成２５年４月１日からとする。  


